
 

 

支給限度額管理について 

（１） 支給限度額管理 

事業対象者の１ヶ月の支給限度額は、 

原則として、予防給付の要支援１の限度 

額５，０３２単位とします。（事業対象者１） 

しかし、特別な事情（退院直後や疾病 

末期状態、その他の理由）によっては、 

これを超えることを認める場合がありま 

す。その場合であっても、要支援２の限度額１０，５３１単位を上限とし 

ます。（事業対象者２） 

総合事業のサービス分と予防給付のサービス分（特定介護予防福祉用具 

購入、介護予防住宅改修、介護予防居宅療養管理指導は除きます。）を合わ 

せて支給限度額管理が行われます。 

また、利用者負担割合は、給付と同じで、１割負担、または２割負担（※ 

一定以上所得者）となります。 

※本人（第１号被保険者）の合計所得金額が１６０万円以上の者。 

ただし、年金収入とその他の合計所得金額の合計が、単身で２８０万円未満の者、 

第１号被保険者が２人以上いる世帯で３４６万円未満の者は除きます。 

 

（２）支給限度額の変更をしたい（事業対象者２を希望する）場合の手続き 

何らかの理由で一時的に支給限度額を引き上げたい場合は、「事業対象者 

  の一時的な支給限度額変更申請書」と被保険者証を介護保険課に提出して 

ください。介護保険課でその判断をした後、承認・却下の結果を記載した 

書類と被保険者証をお返しします。承認の場合は、支給限度額を書き換え 

た新しい被保険者証をお渡しします。 

支給限度額の引き上げは、特別な事情により一時的に認めるものですか 

ら、その有効期間は原則、概ね３ヶ月（※）とします。有効期間を終了し、 

事業対象者１に戻るときにも支給限度額の変更を行いますので、期間が終 

了するまでに再度、被保険者証を提出してください。 

また、やむを得ず事業対象者２を延長する必要がある場合は、再度申請 

  書と被保険者証を提出していただき、介護保険課の承認を得る必要があり 

ます。期間については、最初の３ヶ月を含めて連続６ヶ月まで可能としま 

す。 

※(例)４/１０に申請した場合の事業対象者２の期間は４/１０～７/３１ 

状態区分 限度額(１ヶ月) 

要支援１ 
５，０３２単位 

事業対象者１ 

要支援２ 
１０，５３１単位 

事業対象者２ 


